
平成２４年度 第３回 四国地方整備局事業評価監視委員会

の開催結果（速報）

１．日 時 ：平成２４年１２月６日（木）１３：３０～１５：３８

２．会 場 ：丸亀町レッツホール

高松市丸亀町１－１ 高松丸亀町壱番街東館４階

３．出席者

委 員 ：矢田部委員長、岡部委員、髙塚委員、中野委員、三木委員、

山中委員、渡邊委員

四国地整：局長、次長、次長兼総務部長、企画部長、建政部長、河川部長

道路部長、港湾空港部長、用地部長、他

４．議事内容

・再評価審議

１）仁淀川総合水系環境整備事業

２）重信川水系直轄砂防事業

・事後評価審議

３）一般国道33号 砥部道路

４）一般国道319号 善通寺バイパス

５）松山港海岸直轄海岸保全施設整備事業

・報告

６）土器川河川整備計画

５．審議結果等

・再評価対象事業について審議した結果、以下の結論を得た。

１）仁淀川総合水系環境整備事業

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

２）重信川水系直轄砂防事業

「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。

・事後評価対象事業について審議した結果、以下の結論を得た。

３）一般国道33号 砥部道路

「今後の事業評価の必要性及び改善措置の必要性はない」とする

事業者の判断は「妥当」である。



４）一般国道319号 善通寺バイパス

「今後の事業評価の必要性及び改善措置の必要性はない」とする

事業者の判断は「妥当」である。

５）松山港海岸直轄海岸保全施設整備事業

「今後の事業評価の必要性及び改善措置の必要性はない」とする

事業者の判断は「妥当」である。

６．主な意見

・仁淀川総合水系環境整備事業について、代替法に変わる便益算定方法に

ついて今後検討してほしい。

・重信川水系直轄砂防事業について、全体計画における中期計画の位置付

け及び現時点の整備状況等のわかりやすい資料の作成方法を検討してい

ただきたい。


